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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、香川大学大学院学則第40条（第４項を除く。）及び第41条並びに第

66条及び第68条の規定に基づき、香川大学大学院創発科学研究科（以下「本研究科」と

いう。）に在学中の学生で、本研究科が教育上有益と認める他の大学の大学院の授業科

目の履修をしようとする学生（以下「派遣学生」という。）及び他の大学の大学院又は

研究所等において研究指導を受けようとする学生（以下「派遣特別研究学生」とい

う。）並びに特別聴講学生及び特別研究学生の取扱いに関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規程において「他の大学院」とは、本研究科と学生の交流を行う国立、公立

及び私立の大学の大学院又は外国の大学の大学院をいう。 

２ この規程において「他の大学院等」とは、本研究科と学生の交流を行う国立、公立及

び私立の大学の大学院又は研究所等及び外国の大学の大学院又は研究所等をいう。 

３ この規程において「大学間等協議」とは、学生の交流を行うに当たって、あらかじめ

本研究科と他の大学院等との間で、履修できる授業科目の範囲、研究指導できる範囲、

対象となる学生数、単位の認定方法、授業料等費用の取扱方法その他必要とされること

について行う協議をいう。 

第２章 派遣学生 



 

（取扱いの要件） 

第３条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間等協議が成立した他の大学院について行

う。ただし、外国の大学院で、やむを得ない場合は、事前の大学間等協議を欠くことが

できる。 

２ 前項の大学間等協議を行うに当たり、研究科長は学長に意見を述べるものとする。 

（出願手続） 

第４条 派遣学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長を経て、学長に提出

しなければならない。 

一 他の大学院への派遣学生願（別紙様式１） 

二 その他当該他の大学院が必要とする書類 

２ 外国の大学の大学院へ留学する場合は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲

げる書類を提出しなければならない。 

一 研究科長の推薦書 

二 健康診断書 

三 学業成績証明書 

四 当該他の大学院の同意書 

（派遣の許可） 

第５条 派遣学生の願い出があったときは、研究科長は審査の上、学長に上申するものと

する。 

（派遣期間） 

第６条 派遣学生の派遣期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由のある場合は、当

該他の大学院との協議により、その延長を認めることができる。 

２ 履修期間は、通算して２年を超えることができない。 

（在学期間の取扱い） 

第７条 派遣学生としての履修期間は、本研究科の在学期間に算入する。 

（単位の認定） 

第８条 派遣学生が、他の大学院で修得した単位は、10単位を超えない範囲で本学におい

て修得したものとみなすことができる。 

２ 単位の認定は、当該他の大学院の交付する学業成績証明書により研究科教授会の議を

経て、研究科長が行う。 

（履修報告書の提出） 



 

第９条 派遣学生は、履修期間が終了したときは、速やかに研究科長を経て、学長に他の

大学院の授業科目履修報告書（別紙様式２）及び当該他の大学院の交付する学業成績証

明書を提出しなければならない。 

（授業料等） 

第10条 派遣学生の授業料等については、大学間等協議の定めるところによる。 

（派遣許可の取消し） 

第11条 派遣学生が、疾病その他の理由により履修が困難と認められるときは、当該他の

大学院との協議により、派遣の許可を取り消すことがある。 

第３章 派遣特別研究学生 

（取扱いの要件） 

第12条 派遣特別研究学生の取扱いは、原則として大学間等協議が成立した他の大学院等

について行う。ただし、外国の大学の大学院及び研究所等で、やむを得ない場合は、事

前の大学間等協議を欠くことができる。 

２ 前項の大学間等協議を行うに当たり、研究科長は学長に意見を述べるものとする。 

（出願手続） 

第13条 派遣特別研究学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長を経て、学

長に提出しなければならない。 

一 派遣特別研究学生願（別紙様式３） 

二 その他当該他の大学院等が必要とする書類 

２ 外国の大学の大学院又は研究所等へ留学する場合は、前項各号に掲げるもののほか、

次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。 

一 研究科長の推薦書 

二 健康診断書 

三 学業成績証明書 

四 当該他の大学院等の同意書 

（派遣の許可） 

第14条 派遣特別研究学生の願い出があったときは、研究科長は審査の上、学長に派遣を

上申するものとする。 

（派遣期間） 

第15条 派遣特別研究学生の派遣期間は、１年を超えることができない。 

（在学期間の取扱い） 



 

第16条 派遣特別研究学生として研究指導を受けた期間は、本研究科の在学期間に算入す

る。 

（研究報告書等の提出） 

第17条 派遣特別研究学生は、他の大学院等における研究指導が終了したときは、速やか

に研究科長を経て、学長に研究成果の概要等を記載した派遣特別研究学生研究報告書

（別紙様式４）及び他の大学院等の長が交付する研究指導の概要等を記載した派遣特別

研究学生研究指導報告書（別紙様式５）を提出しなければならない。 

（研究指導の認定） 

第18条 派遣特別研究学生が、他の大学院等において受けた研究指導は、前条に規定する

報告書により、本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することがで

きる。 

（授業料等） 

第19条 派遣特別研究学生の授業料等については、大学間等協議の定めるところによる。 

（派遣許可の取消し） 

第20条 派遣特別研究学生が、疾病その他の理由により研究が困難と認められるときは、

当該他の大学院等との協議により、派遣の許可を取り消すことがある。 

第４章 特別聴講学生 

（取扱い要件等の準用） 

第21条 第３条、第５条、第６条及び第11条の規定は、特別聴講学生に準用する。この場

合において第３条第１項、第５条、第６条第１項及び第11条中「派遣学生」とあるのは

「特別聴講学生」と、第５条及び第11条中「派遣」とあるのは「受入れ」と読み替える

ものとする。 

（出願手続） 

第22条 特別聴講学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、学期の始まる２月前

（外国の大学の大学院の学生の場合は、原則として４月前）までに、所属大学を通じて

研究科長に提出しなければならない。 

一 特別聴講学生願（別紙様式６） 

二 在学証明書 

三 学業成績証明書 

四 健康診断書 

五 所属大学の研究科長の推薦書 



 

六 その他本研究科が必要とする書類 

（受入れの通知） 

第23条 学長は、特別聴講学生の受入れを許可したときは、所属大学に通知するものとす

る。 

（授業科目の履修の範囲） 

第24条 特別聴講学生は、大学間等協議に基づき、本研究科の授業科目を14単位を超えな

い範囲で履修できるものとする。 

（学業成績証明書の交付） 

第25条 研究科長は、特別聴講学生に学業成績証明書を交付する。 

（学生証） 

第26条 特別聴講学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。 

（費用の負担） 

第27条 履修に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。 

第５章 特別研究学生 

（取扱い要件等の準用） 

第28条 第12条、第14条、第15条及び第20条の規定は、特別研究学生に準用する。この

場合において第12条、第14条及び第15条中「派遣特別研究学生」とあるのは「特別研究

学生」と、第14条及び第20条中「派遣」とあるのは「受入れ」と、第15条中「派遣期

間」とあるのは「受入れ期間」とする。 

（出願手続） 

第29条 特別研究学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、学期の始まる１月前ま

でに、所属大学を通じて研究科長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があ

る場合は、この限りではない。 

一 特別研究学生願（別紙様式７） 

二 在学証明書 

三 学業成績証明書 

四 健康診断書 

五 所属大学の研究科長の推薦書 

六 その他本研究科が必要とする書類 

（受入れの通知） 

第30条 学長は、特別研究学生の受入れを許可したときは、所属大学に通知するものとす



 

る。 

（指導教員等） 

第31条 特別研究学生には、その研究課題に応じて、指導教員を指定する。 

２ 指導教員は、特別研究学生に対し、その指導上本学の特定の授業科目を受講すること

が適当と認めるときは、当該授業科目の担当教員と協議し、他の学生の教育に支障のな

い範囲においてその受講を認めることができる。 

（学生証） 

第32条 特別研究学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。 

（施設等の利用） 

第33条 特別研究学生として入学を許可された者は、他に規定がある場合を除き、本学の

施設等を利用することができる。 

（費用の負担） 

第34条 研究指導に要する費用は、特別研究学生の負担とすることがある。 

第６章 雑則 

（雑則） 

第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、研究科長が

定める。 

附 則 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行前に研究科の開設準備行為として行った令和４年度の入学者選考、入

学手続き等については、この規程に基づき行ったものとみなす。 

附 則（令和６年４月１日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行前に研究科の開設準備行為として行った令和６年度の入学者選考、入

学手続き等については、この規程に基づき行ったものとみなす。 

附 則（令和７年４月１日） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 
  



 

 

別紙様式１ 

他 の 大 学 院 へ の 派 遣 学 生 願 

令和 年 月 日 

香 川 大 学 長 殿  

創発科学研究科創発科学専攻 

博士（ 前期 ・ 後期 ）課程 

学籍番号 

氏 名  

保証人氏名  

現住所 

郵便番号          

                     電話番号（     ）  

 

下記のとおり他の大学院の授業科目の履修をいたしたく御許可くださるよう、保証人連

署をもってお願いいたします。 

 

記 

１．理 由 

 

２．履修希望大学院、研究科及び専攻 

大学大学院         研究科          専攻 

 

３．履修希望期間 自 令和  年  月  日 ～ 至 令和  年  月  日 

 

４．履修希望授業科目、単位及び担当教員名等 

授業科目 単位 担当教員 曜日 時限 年度 期別 

       

       

          

       

 

５．履修時の予定住所等 

住所                    電話番号（      ） 

上記学生が標記履修することについて承諾します。指導教員氏名          

                     （自署又は記名押印） 



 

 

別紙様式２ 

他 の 大 学 院 の 授 業 科 目 履 修 報 告 書 

令和 年 月 日 

香 川 大 学 長 殿 

創発科学研究科創発科学専攻 

博士（ 前期 ・ 後期 ）課程 

学籍番号 

氏 名  

現住所 

郵便番号     

電話番号（     ）  

 

下記のとおり他の大学院の授業科目の履修期間を終了しましたので、報告いたします。 

 

記 

１．履修大学院、研究科及び専攻 

大学大学院         研究科           専攻 

 

２．履修期間 自 令和  年  月  日 ～ 至 令和  年  月  日 

 

３．履修授業科目、単位及び担当教員名等 

授業科目 単位 担当教員 曜日 時限 年度 期別 

       

       

       

       

       

（注）学業成績証明書を添付すること。  

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式３ 

派 遣 特 別 研 究 学 生 願 

令和 年 月 日 

 

香 川 大 学 長 殿 

創発科学研究科創発科学専攻 

博士（ 前期 ・ 後期 ）課程 

学籍番号 

氏 名  

保証人氏名  

現住所 

郵便番号   

電話番号（    ）  

 

下記のとおり他の大学院等の研究指導を受けたく御許可くださるよう、保証人連署をも

ってお願いいたします。 

 

記 

１．理 由 

 

２．派遣希望大学院等 

大学大学院       研究科       専攻 

研究所 部門等 

 

３．派遣希望期間 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日 

 

４．研究課題及び希望する指導教員等名 

研究課題 希望する指導教員等 備考 

   

 

５．派遣時の予定住所 

住所                      電話番号（     ） 

 

 

上記学生が標記履修することについて承諾します。 指導教員氏名        

                      （自署又は記名押印） 



 

別紙様式４ 

派 遣 特 別 研 究 学 生 研 究 報 告 書 

令和 年 月 日 

 

香 川 大 学 長 殿 

創発科学研究科創発科学専攻 

博士（ 前期 ・ 後期 ）課程 

学籍番号 

氏 名  

 

下記のとおり研究を終了しましたので、報告します。 

 

１．研究課題及び指導教員等名 

研究課題 指導教員等 備考 

   

 

２．派遣大学院等 

大学大学院        研究科         専攻 

研究所 部門等 

 

３．派遣期間 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日 

 

４．研究成果の概要等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式５ 

派 遣 特 別 研 究 学 生 研 究 指 導 報 告 書 

令和 年 月 日 

 

香 川 大 学 長 殿     

 

他の大学院等の長 

 

下記の者に係る研究指導を終了しましたので、報告します。 

 

１．所属大学院専攻・氏名 

香川大学創発科学研究科創発科学専攻 

氏 名 

 

２．受入れ大学院等 

大学大学院      研究科       専攻 

研究所        部門等 

 

３．研究課題及び指導教員等名 

研究課題 指導教員等 備考 

   

   

 

４．研究指導期間 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日 

 

５．研究指導の概要及び所見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式６ 

特 別 聴 講 学 生 願 

令和 年 月 日 

香 川 大 学 長 殿  

本人氏名             

生年月日  年  月  日 

現住所 

郵便番号       

電話番号（   ）  

保証人氏名  

現住所 

郵便番号  

電話番号（   ）  

 

下記により貴学創発科学研究科の授業科目を履修いたしたく御許可くださるよう、保証

人連署をもってお願いいたします。 

記 

１．履修希望研究科及び専攻等 

創発科学研究科創発科学専攻 

 

２．履修希望期間 自 令和   年   月   日 ～ 至 令和   年   月   日 

 

３．履修希望授業科目、単位及び担当教員名等 

授業科目 単位 担当教員 曜日 時限 年度 期別 

       

 

４．在籍大学院、研究科及び専攻  

大学大学院       研究科      専攻  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式７ 

特 別 研 究 学 生 願 

令和 年 月 日 

香 川 大 学 長 殿 

本人氏名              

生年月日 年 月 日 

現住所 

郵便番号  

電話番号（   ） 

保証人氏名  

現住所 

郵便番号 

電話番号（    ） 

 

下記により貴学大学院創発科学研究科で研究指導を受けたく御許可くださるよう、保証 

人連署をもってお願いいたします。 

 

記 

 

１．研究希望期間 自 令和  年  月  日 ～ 至 令和  年  月  日 

 

２．研究課題及び希望する指導教員名 

 

研究課題 指導教員等 備考 

   

 

３．研究内容  

 

 

４．所属大学院 

大学大学院       研究科          専攻 

 

５．研究時の予定住所等 

住所  

電話番号（       ） 

 


